
４ 利用料金 
（１）利用料   1回のご利用時間は約60分となります 

項
目 

 

条 件  
      利用者様負担額 

内容 
1割負担 2割負担 3割負担 

基
本
療
養
費 

週1～3日 555円 1,110円 1,665円 週3回までの訪問看護利用料 

週4日目以降 655円 1,310円 1,965円 週4日以降の訪問看護利用料 

管
理
療
養
費 

月の初日 767円 1,534円 2,301円 
1日につき 

＊6年6月1日 １、２新設 2日目以降 １ 

2日目以降 ２ 

300円 

250円 

600円 

500円 

900円 

750円 

○その他のサービスの加算料金 

項  目 
      利用者様負担額 

内容 
1割負担 2割負担 3割負担 

情報提供療養料 150円 300円 450円 

市町村の求めに対し保健福祉

サービスを提供するための看

護状況を文書で提出した場合

に加算する 

特別管理加算（1） 

月１回 
500円 1,000円 1,500円 

在宅悪性腫瘍等患者管理、在宅

気管カニューレ、留置カテーテ

ルを使用している状態の方 

特別管理加算（2） 

月１回 
250円 500円 750円 

在宅酸素指導管理、在宅中心静

脈栄養管理、人工肛門・人工膀

胱を造設等、また真皮を超える

褥瘡状態にある方 

24時間対応 

体制加算 
680円 1,360円 2,040円 1月に1回＊6年6月1日改定 

緊急訪問看護加算 
265円 

200円 

530円 

400円 

795円 

600円 

月14日目まで 

月15日目以降 ＊新設 

ターミナルケア療養費 250円 500円 750円 

在宅で死亡された利用者様に

ついて、死亡前24時間以内に

ターミナルケアを行った場合

加算する 

長時間訪問看護加算 520円 1,040円 1,560円 

特別管理加算対象者であり、訪

問時間90分を超える方に限り

週一回算定 

難病等複数回訪問看護

加算 

1日2回450円

3回800円 

2回 900円  

3回 1,800円 

2回 1,350円 

3回 2,400円 

厚生大臣が定める疾患(＊1)の

利用者様のみ、1日2回以上訪

問した場合に加算する 

 赤字の部分が改定となります。 



 1 

  

令和６年６月１日 改定 

＊1 

  末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチン

トン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤール分類ステージ3以上、生活機能症度Ⅱまた

はⅢ)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ･ドレーガー症候群)、後天性免疫不

全症候群、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、 

  頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

 

（２）保険外料金 

 ① 交通費 

   訪問１回につき ２５０円 

② キャンセル料 

お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金を頂きます。キャンセルが必要になっ

た場合は至急ご連絡ください。 

（ 連絡先：メディカルフロント訪問看護ステーション    TEL ０４５－３１１－８５２８ ） 

 

①ご利用日までにご連絡いただいた場合           無料 

②訪問中止のご連絡がなかった場合         サービス利用予定分の額              

 


